
 

 
第 3 号 平成 24 年 11 月 

 (公･社)江田島市シルバー人材センター 江田島市江田島町中央 1-15-15  電話 42-5211 
                大柿支所   江田島市大柿町大原 1118-2    電話 57-3191 

 

 

11・12月の行事予定 

 

11月 11日(日) 

12日(月)   

11月 25日(日)  フェスティバル江田島出店  青少年交流の家    10:00～ 

12月 14日(金)  互助会忘年会        能美海上ロッジ   18:00～ 

 
 

土土曜曜朝朝市市出出品品者者募募集集  

 

ゆめタウン江田島の駐車場で、毎週（予定）土曜日 9:00～12:00まで朝市を開 

催することになりました。季節の野菜を出品する会員を募集しています。また、 

品目の確保・多様化のためにも野菜を栽培している人の入会を勧誘したいと思っ 

ています。事務局まで情報をお寄せください。 

 

❖❖❖❖❖❖ＳＰ地域事業・技能講習・職場体験受講者募集❖❖❖❖❖❖ 

  ◎警備保障業務講習  

・講習期間 １２/１０（月）～１２/２１（金）  

・講習場所 (一・社)広島県警備業協会（広島市中区千田町） 

・募集締め切り １１/２７（火） 

 

   〈詳しいことは、事務局へお問い合わせください。〉 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

  

 

毎月第 2火曜日は、入会説明会の日です。知人や、近所の人に声を掛けて 

   入会説明会に参加してもらいましょう！ 

【本年度の会員数の目標は 240名で、10月末現在の会員数は 234名です。】 
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互助会親睦旅行(別府方面) 



 

 

シルバー奉仕デー 

 

 

      ８2 人がボランティア活動に 

      参加されました。 

 

 

 

 

 

       ふれあい産業まつり 

 

 
 
                         
                        チップの無料配布は、 

あっという間なくなりました。 

 

 
 
 
 
 
 
●「シルバー江田島」広報原稿募集!! 

  平成 25年 1月 1日発行第 41号の原稿を募集します。 

  シルバーの広報紙は、会員皆さんのものです。日頃の仕事に関するご意見、感想、

その他テレビを見て思ったこと、旅行の感想等何でも結構ですので、会員一人ひと

りが自分達の広報紙であるとう気持ちになって是非寄稿してください。 

  原稿の締め切りは、平成 24年 11月 26（月）日です。 

 
 
 

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽ 互助会コーナー ✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽ 

   ◆11月 11(日)・12(月)で別府方面に親睦旅行です。参加者は 32名です。 

体調管理に気をつけて、楽しい旅行にしましょう。 

   ◆忘年会は、12月 14日（金）に海上ロッジで午後６時から開始します。 

    皆さんの参加をお待ちしています。 

   ●永年広報紙シルバー江田島の編集に携わってこられた、下谷源蔵会員 

    (江田島町宮ノ原）が 9月 24日に 82歳で亡くなられました。ご冥福を 

    お祈りいたします。 

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽ 
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全国統一スローガン 『安全は一声かけるゆとりから』 

・安全保護具の完全着用の徹底  ・就業前の健康チェックの徹底 

・作業現場の状況確認の徹底    ・交通事故防止の徹底 

    ★ 「安全標語」を募集しています。 

 

 

 

就業へ行く前  ～家庭でのチェック～ 

 

★体調は万全ですか？ 

★時間に余裕を持とう 

★いつもの携帯品を忘れずに 

★天候に合わせた服装を 

★家族に一声かけて、いざ出発 
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仕事中のけが健康保険で救済 == 厚生労働省正式決定 == 

 
 9 月 28 日付で「作業中の怪我に対する保険の適用除外について」通知しましたが、

厚生労働省は健康保険を適用して救済する方針を 10 月 29 日に正式決定しました。 
 来年の通常国会に健康保険法改正案を提出し、適用対象を「業務外」のけがなどと

している区分を廃止し、健康保険の対象とするものです。 
 
 痛い思いをするのは自分自身です、家族にも心配をかけます。けがをしないよう十

分に気を付けて就業しましょう。 
 
 平成 24 年 10 月 30 日中国新聞 3 面に関連記事掲載が掲載されています。 
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